
 

~  1 ~ 

 

令和３年第４回北本市議会定例会提出議案及び報告概要書 

議案 

番号 
件    名 要    旨 

６０ 第五次北本市総合振興計画

後期基本計画について 

（行政経営部行政経営課） 

 令和４年度からの４年間を計画期

間とする後期基本計画の策定につい

て、議会の議決を求めるもの 

 

６１ 北本市職員の給与に関する

条例の一部改正について 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

人事院勧告を踏まえ、期末手当

を改定するもの 

２ 内容 

期末手当の改定（第１７条の２）  

３ 施行期日 

公布の日ほか 

６２ 市長及び副市長の給与等に

関する条例及び北本市教育

委員会教育長の給与等に関

する条例の一部改正につい

て 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

  市長、副市長及び教育長の期末

手当を改定するもの 

２ 内容 

  期末手当の改定 

⑴ 市長及び副市長の給与等に関

する条例の一部改正（第１条関

係・第２条関係） 

⑵ 北本市教育委員会教育長の給

与等に関する条例の一部改正

（第３条関係・第４条関係） 

３ 施行期日 

  公布の日ほか 

６３ 北本市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例の

一部改正について 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

  人事院勧告を踏まえ、妊娠等と

仕事の両立を支援するため、特別

休暇を取得することができる事由

を追加するもの 

２ 内容 

  特別休暇の取得事由に不妊治療

を受ける場合を追加（第１４条） 

３ 施行期日 

  令和４年１月１日 

資料１ 
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６４ 北本市営駐車場設置及び管

理に関する条例の一部改正

について 

（市民経済部くらし安全課） 

１ 趣旨 

  市営駐車場における長期間の駐

車を防止するため、駐車期間を制

限する等するとともに、規定の整

備をするもの 

２ 内容 

⑴ 次に掲げる規定の新設 

  ア 駐車期間（第６条） 

  イ 状況確認等（第１０条） 

ウ 撤去勧告（第１１条） 

エ 撤去命令（第１２条） 

オ 関係機関等に対する協力要

求（第１３条） 

 ⑵ 規定の整備（第４条ほか） 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日（附則第１項） 

   令和４年４月１日 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 

６５ 北本市国民健康保険条例の

一部改正について 

（健康推進部保険年金課） 

１ 趣旨 

  健康保険法施行令の一部改正を

踏まえ、出産育児一時金の額を改

定するもの 

２ 内容 

  出産育児一時金の額の改定（第

６条） 

３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日（附則第１項） 

   令和４年１月１日 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 

６６ 北本市手数料条例の一部改

正について 

（都市整備部都市計画政策課） 

１ 趣旨 

  長期優良住宅の普及の促進に関

する法律の一部改正に伴い、手数

料の額を改定するとともに、規定

の整備をするもの 

２ 内容 

 ⑴ 長期優良住宅建築等計画の認

定申請手数料の改定（第２条） 

 ⑵ 規定の整備（第２条） 
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３ 施行期日等 

 ⑴ 施行期日（附則第１項） 

   令和４年２月２０日 

 ⑵ 経過措置（附則第２項） 

６７ 埼玉県市町村総合事務組合

の規約変更について 

（総務部総務課） 

 令和４年４月１日に埼玉県都市競

艇組合が埼玉県都市ボートレース企

業団に名称変更することに伴い埼玉

県市町村総合事務組合規約を変更す

ることについて、議会の議決を求め

るもの 

６８ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（福祉部障がい福祉課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市障害児学童保育室 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市栄１番地 

  特定非営利活動法人すきっぷ 

  理事長 吉村史朗 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から 

  令和７年３月３１日まで 

６９ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（都市整備部都市計画政策課）  

１ 公の施設の名称 

  北本総合公園ほか 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市古市場２丁目２６６番地 

  株式会社矢口造園 

  代表取締役 矢口光太郎 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から 

  令和９年３月３１日まで 

７０ 公の施設の指定管理者の指

定について 

（教育部生涯学習課） 

１ 公の施設の名称 

  北本市南部公民館ほか 

２ 指定管理者として指定するもの 

  北本市本町８丁目１５６番地３ 

  一般社団法人北本市コミュニティ協議会 

  代表理事 田島和生 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から 

令和７年３月３１日まで 
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７１ 和解をし、損害賠償の額を

定めることについて 

（教育部学校教育課） 

 北本市立西小学校において発生し

た事故に関し和解をし、損害賠償の

額を定めることについて、議会の議

決を求めるもの 

 

７２ 令和３年度北本市一般会計

補正予算（第９号） 

（総務部総務課、健康推進

部健康づくり課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ２２６億５，２５１万円 

  ⑵ 補正後の額 

   ２２９億６，６８８万円 

歳入歳出それぞれ３億１，４３

７万円を追加 

２ 内容  

歳出については、職員及び市長

等の期末手当の改定並びに職員の

人事異動に伴う所要額の補正を行

うとともに、新型コロナウイルス

ワクチン接種事業に係る所要額の

補正を行い、歳入については、国

庫支出金の所要額の補正を行うと

ともに、財政調整基金繰入金を減

額し、補正予算収支の均衡を図っ

た。 

 

７３ 令和３年度北本都市計画事

業久保特定土地区画整理事

業特別会計補正予算（第２

号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ５億１，０１０万円 

  ⑵ 補正後の額 

   ５億９７２万３千円 

歳入歳出それぞれ３７万７千円

を減額 

２ 内容 

歳出については、職員の期末手

当の改定に伴う所要額の補正を行

い、歳入については、一般会計繰

入金を減額し、補正予算収支の均

衡を図った。 
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７４ 令和３年度北本市国民健康

保険特別会計補正予算（第

２号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ６５億７，８９７万６千円 

  ⑵ 補正後の額 

   ６５億７，８３３万６千円 

歳入歳出それぞれ６４万円を減

額 

２ 内容 

歳出については、職員の期末手

当の改定に伴う所要額の補正を行

い、歳入については、一般会計繰

入金を減額し、補正予算収支の均

衡を図った。 

 

７５ 令和３年度北本市介護保険

特別会計補正予算（第２

号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ５４億４，６３８万円 

  ⑵ 補正後の額 

   ５４億４，５９３万２千円 

歳入歳出それぞれ４４万８千円

を減額 

２ 内容 

歳出については、職員の期末手

当の改定及び職員の人事異動に伴

う所要額の補正を行い、歳入につ

いては、一般会計繰入金を減額

し、補正予算収支の均衡を図っ

た。 

 

７６ 令和３年度北本市公共下水

道事業会計補正予算（第１

号） 

（総務部総務課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   支出の総額 

   １７億２，５７３万７千円 

  ⑵ 補正後の額 

   支出の総額 

   １７億２，５１０万７千円 

支出６３万円を減額 

２ 内容 
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支出について、職員の期末手当

の改定及び職員の人事異動に伴う

所要額の補正を行った。 

７７ 令和３年度北本市一般会計

補正予算（第１０号） 

（各部課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ２２６億５，２５１万円 

  ⑵ 補正後の額 

   ２２７億６５万円 

歳入歳出それぞれ４，８１４万

円を追加 

２ 内容 

歳出については、新たな事務事

業費を計上するとともに、各事務

事業費の精算に伴う所要額の補正

等を行い、歳入については、国庫

支出金の所要額の補正等を行うと

ともに、財政調整基金繰入金を増

額し、補正予算収支の均衡を図っ

た。 

７８ 令和３年度北本市国民健康

保険特別会計補正予算（第

３号） 

（健康推進部保険年金課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ６５億７，８９７万６千円 

 ⑵ 補正後の額 

   ６５億８，０３１万５千円 

歳入歳出それぞれ１３３万９千

円を追加 

２ 内容 

歳出については、新型コロナウ

イルス感染症の影響により収入が

減少した被保険者等に係る国民健

康保険税の減免額の確定に伴い、

過年度の災害等臨時特例補助金等

の返還金を計上し、歳入について

は、国民健康保険財政調整基金繰

入金を増額し、補正予算収支の均

衡を図った。 
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追加議案 

議案 

番号 
件    名 要    旨 

７９ 令和３年度北本市一般会計

補正予算（第１１号） 

（福祉部子育て支援課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ２２９億６，６８８万円 

  ⑵ 補正後の額 

   ２３４億４，４７９万７千円 

歳入歳出それぞれ４億７，７９

１万７千円を追加 

２ 内容 

歳出については、子育て世帯へ

の臨時特別給付金の支給に係る所

要額の補正を行い、歳入について

は、国庫補助金を計上し、補正予

算収支の均衡を図った。 

 

８０ 財産の取得について 

（市民経済部くらし安全課） 

１ 財産の種類 

物品 

２ 財産の内容 

消防ポンプ自動車一式 

３ 取得予定価格 

２２，８８２，３００円 

４ 契約の相手方 

■■東京都台東区浅草橋５丁目４番２号横山ビル 

■■ジーエムいちはら工業株式会社東京営業所 

  所長 真舘知誉 

 

８１ 令和３年度北本市一般会計

補正予算（第１２号） 

（福祉部子育て支援課） 

１ 趣旨 

 ⑴ 補正前の額 

   ２３４億４，４７９万７千円 

  ⑵ 補正後の額 

   ２３９億２，０８３万１千円 

歳入歳出それぞれ４億７，６０

３万４千円を追加 

２ 内容 

歳出については、子育て世帯へ

の臨時特別給付金給付事業に係る



 

~  8 ~ 

 

所要額の補正を行い、歳入につい

ては、国庫補助金を増額し、補正

予算収支の均衡を図った。 

 

 

 

 

報告の概要 

報告 

番号 
件    名 要    旨 

１３ 専決処分の報告について

（北本市下水道条例の一部

改正について） 

（都市整備部建設課） 

１ 概要 

  下水道法の一部改正に伴い当然

に必要とされる規定の整備につい

て、地方自治法第１８０条第１項

の規定により専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する

もの 

２ 専決処分の日 

 令和３年１０月２９日 

 

 



1

千円(補正後累計 22,966,880 千円)

千円(補正後累計 22,700,650 千円)

千円(補正後累計 509,723 千円)

千円(補正後累計 6,578,336 千円)

千円(補正後累計 6,580,315 千円)

千円(補正後累計 5,445,932 千円)

支出 千円(補正後累計 1,725,107 千円)

2

（歳出）

職員人件費（市長の期末手当等を含む） △ 24,862 千円

議員期末手当 　 △ 1,301 千円

新型コロナウイルスワクチン接種事業 　 341,998 千円

久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金 　 △ 377 千円

国民健康保険特別会計繰出金 　 △ 640 千円

介護保険特別会計繰出金 　 △ 448 千円

（歳入）

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 146,630 千円

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 195,368 千円

繰入金（財政調整基金繰入金） △ 27,628 千円

（繰越明許費）

追加　新型コロナウイルスワクチン接種事業 237,523 千円

3

（歳出）

○ 新型コロナウイルス感染症対策関連事業

保育所における感染症対策（需用費、備品購入費） 5,455 千円

児童発達支援センターにおける感染症対策（需用費、備品購入費） 1,013 千円

子育て支援センターにおける感染症対策（備品購入費） 692 千円

児童館における感染症対策（備品購入費） 274 千円

学校における感染症対策（需用費、備品購入費） 3,491 千円

議会における感染症対策（備品購入費） 1,096 千円

住居確保給付金の増額 1,628 千円

福祉避難所防災物置等整備事業 1,610 千円

稲作経営次期作支援事業 3,534 千円

テレワーク・Web会議システム整備事業 8,612 千円

公用自転車管理事業 5,580 千円

○ 子育て支援の充実

システム改修事業（児童手当法改正に伴うシステム改修） 1,760 千円

1,339

介護保険特別会計（２号） △ 448

久保特定土地区画整理事業特別会計（２号）

公共下水道事業会計（１号） △ 630

一般会計補正（第９号）の内容

一般会計補正（第１０号）の内容

△ 377

国民健康保険特別会計（２号） △ 640

国民健康保険特別会計（３号）

令和３年度一般会計補正予算等の概要

補正予算の規模

一般会計（９号） 314,370

一般会計（１０号） 48,140

資料１

資料2

～ ９ ～



施設型給付費の増額 16,351 千円

○ 母子保健と子どもに関する医療の充実

救急医療運営費負担金（小児初期、小児二次） 315 千円

○ 学校教育の充実

小学校遊具修繕 3,054 千円

○ その他

第五次北本市総合振興計画後期基本計画策定支援業務　変更契約 660 千円

小・中学校電話料 1,172 千円

国・県支出金返納金 68,683 千円

事業の中止等に伴う事業費の減額補正 △ 65,525 千円

事業費の確定等に伴う減額補正 △ 11,315 千円

（歳入）

国庫支出金(生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　外４件) 13,218 千円

県支出金（子どものための教育・保育給付費負担金　外１件） 3,356 千円

繰入金（財政調整基金、ふるさと応援基金） 10,497 千円

諸収入（雑入　外４件） 22,469 千円

市債 △ 1,400 千円

（繰越明許費）

追加　南小学校屋外階段改修事業 5,448 千円

（債務負担行為）

追加　広報きたもと印刷業務 24,770 千円

学習支援事業委託業務 8,541 千円

北本市障害児学童保育室管理運営業務 7,800 千円

乳児用品貸出業務 1,238 千円

北本総合公園外公園管理運営業務 789,470 千円

小・中学校児童生徒健康診断業務（尿検査） 1,526 千円

小・中学校児童生徒健康診断業務（検診器具滅菌） 2,955 千円

地区公民館等管理運営業務 494,166 千円

（地方債）

変更　小学校施設改修事業 △ 1,400 千円

～ 10 ～



~ 11 ~ 

 

委提第４号 

 

北本市議会基本条例の一部を改正する条例 

 

 北本市議会基本条例（平成２９年条例第１４号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１２条第１項中「住民」を「市民」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

＜ 参考資料 ＞ 

 

北本市議会基本条例の一部を改正する条例新旧対照表 

（下線は改正部分） 

現             行 改      正      案 

（議会モニターの設置） （議会モニターの設置） 

第１２条 議会は、円滑かつ民主的な議会

運営等を推進するため、住民のうちから

議会運営に関する意見の提出等を行う

議会モニターを設置することができる。 

 

第１２条 議会は、円滑かつ民主的な議会

運営等を推進するため、市民のうちから

議会運営に関する意見の提出等を行う

議会モニターを設置することができる。 

２ 略 

 

２ 略 
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議提第９号 

 

 

北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

 

第１条 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「１００分の２０７．５」に

改める。 

 

第２条 北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２０７．５」を「１００分の２１５」に改め

る。 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４

月１日から施行する。 
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議提第１０号 

 

  

 

一般廃棄物処理施設調査委託事業費 700 万円の執行を求める決議 

 

 

 令和２年第４回北本市議会定例会において、「新ごみ処理施設の整備に当た

り慎重かつ丁寧な対応を求める決議」が全会一致で可決されたことを受け、

「一般廃棄物処理施設調査委託事業費」700万円が予算計上され、我々議会は

承認した。 

よって、速やかに予算を執行し調査を実施していただきたく、下記の事項

について対応するよう求める。 

 

記 

 

１ 市長は、「一般廃棄物処理施設調査委託事業費」700万円を執行し、財政

負担、環境負荷等について、速やかに調査を実施すること。 

 

以上、決議する。 

 

   

 

令和３年１２月２１日 

 

北 本 市 議 会 
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令和３年第４回北本市議会定例会請願文書表 

 

受 理 番 号 議請第６号 

受 理 年 月 日 令和３年１１月２２日 

件 名 市民が納得する「新ごみ処理施設整備」に関する請願 

 

請願者の住所 

 

及 び 氏 名 

 

 

北本市 

尾 関 行 雄  

 

北本市 

福 村 賢 治 

 

請 願 の 趣 旨 別記のとおり 

紹介議員氏名 日 高 英 城 

 

【請願趣旨】 

新たなごみ処理施設の建設は北本市、鴻巣市、吉見町の２市１町による枠

組みで、埼玉中部環境保全組合を事業主体として事務局を同環境保全組合に

設置する合意書の調印が終わり、令和４年４月に事務局を立ち上げることが

決まりました。本事業は前回のような失敗を繰り返すことは出来ません。そ

のために、新ごみ施設建設事務局は「新ごみ処理施設建設計画」を作成し、

建設事業の進捗、計画の漏れを監視・是正することが事業を成功に導くこと

になります。 

 「新ごみ処理施設建設計画」の作成において重要な要素として「ごみ処理

施設の建設場所」とゼロカーボンを目指した一次処理（バイオ処理）による

生ごみの焼却量を大幅に減らした「可燃ごみの処理量」があり、これらを決

める必要があります。 

 「建設場所」は鴻巣市安養寺が予定地とされていますが、ここは前回の計

画が白紙解消になった「軟弱地盤による地盤改良地の付帯工事費の負担が大

きい、又土地選定過程で不透明なことがあった等建設地選定方法に灰色のレ

ッテルが貼られている」ことが挙げられました。従って事務局によって先の

土地選定時に意図的に外された No.21 を含め他の候補地を改めて比較・検討

することは必須であり、その上で市民の納得を得ることが必要であります。 

 また、可燃ごみの処理量は焼却炉の規模に影響があり、減量に取り組むこ

とは北本市が掲げる「脱炭素化社会の実現に貢献する」に欠かせないことで

あり、経費削減（運搬費含む）にも繋がります。この調査にこそ議会承認の

調査研究費を使用すべきと考えます。 

 この２点は「新ごみ処理施設建設計画」作成時にまず取り組み、決めるこ

別添４

４ 



~ 15 ~ 

 

とです。この方向性を北本市として中部環境保全組合の正副管理者会議で市

長は主張すべきことです。組合内部では、そのような北本市の意向を反映で

きる職位の人材を派遣することが重要です。 

北本市議会は「新ごみ処理施設の整備に当たり慎重かつ丁寧な対応を求め

る決議」を令和２年12月に全会一致で可決されました。私どもは本請願が決

議内容の具現化にもつながることを願い、次の３つの請願事項を北本市に対

し市議会として要望するよう請願を致します。 

 

【請願事項】 

１ 建設場所検討のやり直しを正副管理者会議を通じて市長は「新ごみ処理

施設建設事務局」に指示すること。 

２ 「新ごみ処理施設建設事務局」に安全・安心で市民が納得できる新ごみ

処理施設建設に向けて北本市の意志をしっかりと伝え、議論できる職位の

人材を派遣すること。 

３ 脱炭素化社会の構築に向けた生ごみの処理のバイオ処理を北本市で採用

するための調査費として、令和３年度当初予算に計上した「新ごみ処理施

設調査費７００万円」を有効活用すること。 
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子どもの権利に関する特別委員会委員長中間報告 

 

 

令和３年第２回定例会において本委員会に付託され、令和３年第３回定例

会後から閉会中の継続審査となっていました「子どもの権利条例の制定」等

について、３回の委員会を開催いたしましたので、審査経過の概要を下記の

とおり報告いたします。 

 

 

記 

 

【 第 ７ 回 】 審査年月日 令和３年10月７日(木) 

第７回の委員会では、子どもの権利に関する「意見聴取会」の実施に向け、

市民への周知方法や意見聴取のための資料作成などについて議論しました。

ウェブ及び郵送による意見聴取を令和３年10月25日から11月22日までの日程

で、委員会室を会場とした意見聴取会を令和３年11月13、14、17、18、19日

の５日間の日程で開催することとしました。意見聴取にあたり、関係機関に

協力を求めるとともに、参考資料を市議会ホームページに、動画による解説

を動画配信サイトに、それぞれ掲載することとしました。 

また、前回に引き続き条例案の検討を進め、前文について議論しました。 

そのほか、シンポジウムの日程等について確認しました。 

 

【 第 ８ 回 】 審査年月日 令和３年11月８日(月) 

第８回の委員会では、「意見聴取会」の役割分担等を議論し、令和３年11

月19日の午後５時から北本駅西口駅前多目的広場で駅頭アンケートを実施す

ることを決定しました。 

また、前回に引き続き条例案の前文について議論するとともに、シンポジ

ウムの開催内容等についても議論しました。 

 

【 第 ９ 回 】 審査年月日 令和３年11月25日(木) 

第９回の委員会では、ウェブ、郵送、意見聴取会場での意見募集のほか、

北本駅西口駅前多目的広場で行った駅頭アンケートにより、子ども・大人・

事業者から提出された124件の意見について共有しました。 

また、前回に引き続き条例案の検討を進め、提出された意見を踏まえた条

例案策定の方針や条例案の議会提案・制定時期について議論するとともに、

シンポジウムの開催方法等についても議論しました。 
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 なお、この間、委員会のほか、令和３年９月27日に協議会を開催し、執行

部の関係各部署に条例案の概要を説明の上、10月中を目途に質問及び意見等

の提出を依頼しました。また、令和３年11月17日には正副委員長と執行部の

関係各部署との調整会議を実施し、課題や懸案事項等について確認しました。 

 

以上がこれまでの審査経過でありますが、今後更なる調査研究及び議論を

深めるため、引き続き閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 

 以上報告いたします。 

 令和３年12月21日 

 

                   子どもの権利に関する特別委員会 

委員長 渡 邉 良 太 

 

北本市議会議長 工 藤 日出夫 様 
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反対討論（日本共産党 中村洋子）

新型コロナウイルス感染症は災害と言っても過言ではない事態で、様々な対応が求められた一年でした。市
独自の事業所への支援金事業等の第２弾がなかったことや、生活困窮者の調査も不明です。新型コロナウイル
ス感染症への対応については、独立した部として長期的な対策が必要ですが、他の業務との兼務になっており、
労働超過の心配があります。さらに、国の臨時交付金のコロナ対策への使い道は検証が必要です。
歳入の寄附金は、本市の物産や返礼品の紹介窓口を増やすなどの努力により大幅増につながりましたが、安

定的財源をつくる努力が必要です。産業振興や農業振興などに力を入れ、元気な北本になることを願い決算の
認定に反対します。

賛成討論（啓和会 滝瀬光一）

歳入は、コロナ禍の影響により、特別定額給付金給付事業費補助金や新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金など、前年度比約７７億円増の約２９０億円となりました。実質収支と単年度収支は黒字、自主財源
は寄附金が前年度比約３億５，０００万円増加、財政健全化比率では将来負担比率が前年度比８．５ポイント減少とな
りました。新型コロナウイルス感染症対策は、臨時交付金を最大限に活用し、必要経費を適宜補正予算対応し
たものと評価します。今後も人口推計による分析を行うとともに、プライマリーバランスに配慮し、適切な計
画策定や行政評価等の活用により財源の効率的な配分と適正な予算執行に努め、持続可能な財政運営をお願い
し賛成討論とします。

賛成討論（公明党 岸昭二）

市税の徴収率向上について、新型コロナウイルス感染拡大回避のため、クレジット納付や口座振替など、非
対面の納付方法が示されました。特別定額給付金給付事業を始め、学校 ICT関係整備事業、子育て世帯への
臨時特別給付金給付事業、新型コロナワクチン接種事業やプレミアム付商品券発行など幅広い分野での事業展
開となりました。中でも、新型コロナワクチン接種事業は、過去に経験のない、失敗の許されない本事業を緻
密に組み立てて準備されたことは、評価をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症拡大の厳しい勤務
環境の中で取り組んでいただいた全ての職員、関係者の皆様に対して敬意を表します。

賛成討論（緑風会 村田裕子）

将来負担比率は前年度比８．２％減と、年々改善傾向にあります。
また、ふるさと納税寄附金額が約６億円、県内１位となりましたことは、ふるさと納税サイトの新設や新た

な返礼品の掘り起こし、ふるさと納税 PR等、効果的な取組によるものと評価できます。
更に、新型コロナ対策として、PayPay を活用したキャッシュレス型消費活性化事業や教職員の負担軽減を

目的としたスクールサポートスタッフの配置等、様々な取組を評価し、今後の懸案である新ごみ処理施設や久
保特定土地区画整理事業、人口減少による市税の減収等、将来予測を適正に行い、更なる財政健全化を要望し、
賛成討論といたします。

賛成討論（市民の力 桜井卓）

令和２年度は新型コロナの感染拡大による財政への悪影響が懸念されましたが、基金を積み増し、市債残高
を減らすことができました。本市財政への影響は軽微で、健全性を保てていると評価できます。
一方、高齢化の進展や保育需要の増加により、今後も民生費の増加が見込まれます。また久保特定土地区画

整理事業や新ごみ処理施設整備で今後どれだけ経費が掛かるのか分かりません。現時点では健全でも、将来を
考えると安心できる状況ではありません。
市長はこの難局をどう乗り切ろうとしているのか。何を重視し何を抑制するのか。この決算を総括して、令

和４年度当初予算で市長なりの道筋を示していただくことを期待します。

「議案第４３号」令和２年度北本市一般会計決算の認定について
の討論討 論
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議
案
第
６０
号
質
疑
通
告
者

今
関
公
美
（
緑
風
会
）

桜
井

卓
（
市
民
の
力
）

湯
沢
美
恵
（
日
本
共
産
党
）

日
高
英
城
（
み
ら
い
）

岡
村
有
正
（
啓
和
会
）

保
角
美
代
（
公
明
党
）

※
通
告
順

Ｑ

前
期
基
本
計
画
に
お
け
る
各
施
策

の
達
成
度
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
、
本

市
の
特
徴
、
社
会
環
境
の
変
化
、
本
市

の
現
状
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
、
課
題
と
し

て
整
理
し
捉
え
た
の
か
に
つ
い
て

Ａ

前
期
基
本
計
画
の
成
果
指
標
の
達

成
度
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
は
６

割
程
度
の
達
成
・
改
善
率
が
得
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
総
合
的
な
評
価
と
し
て
は
、

一
定
程
度
順
調
に
進
捗
し
て
い
る
と
考

え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
政
策
別
に
見

る
と
、「
政
策
５

活
力
あ
ふ
れ
る
ま

ち
」
の
よ
う
に
、
達
成
率
が
３
割
程
度

と
良
好
な
結
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
分

野
も
あ
っ
た
た
め
、
後
期
基
本
計
画
の

策
定
に
当
た
っ
て
は
、
各
基
本
事
業
の

狙
い
や
目
指
す
姿
の
再
確
認
を
行
う
と

と
も
に
、
全
て
の
指
標
の
見
直
し
を
行

い
、
各
施
策
の
推
進
に
向
け
、
再
構
築

を
図
り
ま
し
た
。

「
本
市
の
特
徴
」
と
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ

高
崎
線
や
圏
央
道
等
、
交
通
網
に
恵
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
強
み
で
す
。

「
社
会
環
境
の
変
化
」
に
つ
い
て
は
、

環
境
問
題
に
関
す
る
関
心
の
高
ま
り
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
豊
か
な
自
然
環
境
を

有
す
る
本
市
に
お
い
て
も
、
環
境
負
荷

の
軽
減
は
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
国
が
２
０
１
９
年
６
月
に
、

「
パ
リ
協
定
に
基
づ
く
成
長
戦
略
」
と

し
て
の
長
期
戦
略
を
閣
議
決
定
し
、
２

０
１
０
年
１０
月
に
、「
２
０
５
０
年
カ
ー

ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」
を
宣
言
し
た
こ

と
に
伴
い
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

も
、
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
へ
向
け
て
再
生
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
す
る
こ
と
や
自
立
・

分
散
型
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
を
形
成
し

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
本
市
の
現
状
」
に
つ
い
て
は
、
高

齢
単
身
者
世
帯
の
割
合
の
増
大
が
課
題

の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
」
に
つ
い
て
は
、
計
画
策
定
に

当
た
り
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た

結
果
、
コ
ロ
ナ
禍
に
起
因
し
た
心
身
の

不
安
を
感
じ
て
い
る
市
民
が
多
数
い
る

こ
と
が
見
て
取
れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍

が
長
期
化
し
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
身
体

面
や
心
理
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
常
生

活
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
住
民
が
健
康

的
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

新
し
い
生
活
様
式
に
配
慮
し
た
感
染
予

防
策
と
と
も
に
、
重
症
化
防
止
策
を
講

じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

後
期
基
本
計
画
で
は
、「
人
口
減

少
へ
の
対
応
を
図
る
」
こ
と
を
最
優
先

課
題
と
し
、
こ
の
課
題
に
対
す
る
基
本

的
な
考
え
方
と
し
て
、「
人
口
規
模
に

見
合
う
本
市
な
ら
で
は
の
生
活
の
形
を

見
い
出
し
、
住
民
幸
福
度
の
向
上
を
重

視
し
た
市
政
運
営
を
行
う
こ
と
」
と
し

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

Ａ

前
期
基
本
計
画
に
お
け
る
人
口
減

少
対
策
に
つ
い
て
は
、「
人
口
減
少
に

対
応
す
る
た
め
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
１
、「
若

者
の
移
住
・
定
住
・
交
流
促
進
」
に
よ

り
、
若
い
世
代
の
定
住
化
の
促
進
や
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
２
、「
め
ざ
せ
日
本
一
、

子
育
て
応
援
都
市
」
に
よ
り
子
育
て
環

境
の
充
実
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
重

要
性
は
明
ら
か
で
す
が
、
こ
の
こ
と
以

外
に
も
、
子
ど
も
が
地
域
の
人
と
関
わ

り
、
学
ぶ
機
会
が
減
少
す
る
こ
と
や
、

労
働
力
が
不
足
し
、
市
内
の
経
済
規
模

が
縮
小
す
る
こ
と
、
高
齢
者
の
生
活
課

題
と
し
て
、
認
知
症
状
を
持
つ
人
や
生

活
に
困
窮
す
る
人
の
増
加
等
が
予
想
さ

れ
、
住
民
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う

今
定
例
会
で
審
議
さ
れ
た
市
長
提

出
議
案
の
う
ち
、「
議
案
第
６０
号
」

第
五
次
北
本
市
総
合
振
興
計
画
後
期

基
本
計
画
に
つ
い
て
、
主
な
質
疑
を

掲
載
し
ま
す
。
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し
た
人
口
減
少
に
伴
い
生
じ
る
市
の
活

力
の
低
下
や
、
高
齢
者
に
係
る
生
活
課

題
の
顕
在
化
等
に
対
し
、「
人
口
規
模

に
見
合
う
本
市
な
ら
で
は
の
生
活
の
形

を
見
い
出
し
、
住
民
幸
福
度
の
向
上
を

重
視
し
た
市
政
運
営
を
行
う
こ
と
」
を

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
据
え
、「
将

来
都
市
像
を
実
現
す
る
た
め
の
方
向

性
」
を
、
全
政
策
に
共
通
す
る
取
組
と

し
て
位
置
付
け
た
と
こ
ろ
で
す
。
共
生

社
会
の
実
現
に
よ
る
社
会
的
な
支
援
を

受
け
な
が
ら
自
己
決
定
で
き
る
環
境
づ

く
り
は
、
人
の
幸
福
度
を
高
め
、
一
層

の
交
流
や
生
活
基
盤
の
充
実
に
つ
な
が

る
と
と
も
に
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
推
進
に
よ
る
人
口
減
少
対
策

を
継
続
し
て
実
行
す
る
こ
と
で
多
様
性

が
生
ま
れ
、
様
々
な
組
織
や
活
動
等
が

生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
そ

の
結
果
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
ま

ち
と
、
協
働
に
よ
る
持
続
可
能
な
ま
ち

づ
く
り
が
実
現
で
き
る
も
の
と
考
え
ま

す
の
で
、「
人
口
規
模
に
見
合
う
本
市

な
ら
で
は
の
生
活
の
形
を
見
い
出
し
、

住
民
幸
福
度
の
向
上
を
重
視
し
た
市
政

運
営
を
行
う
こ
と
」
を
後
期
基
本
計
画

全
体
に
係
る
方
向
性
と
し
て
打
ち
出
し

た
も
の
で
す
。

Ｑ

５
つ
の
強
化
策
に
取
り
組
む
理
由

に
つ
い
て

Ａ

５
つ
の
強
化
策
に
つ
い
て
は
、
取

組
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
市
の
執

行
体
制
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
と
の
考

え
か
ら
記
述
し
た
も
の
で
す
。
各
強
化

策
へ
の
考
え
方
と
し
て
は
、「
財
政
基

盤
の
強
化
」
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の

増
強
や
新
た
に
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税

に
取
り
組
む
ほ
か
、
受
益
者
負
担
の
見

直
し
、
広
告
収
入
の
確
保
な
ど
に
取
り

組
み
、
歳
入
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

公
共
施
設
を
は
じ
め
と
し
た
行
政
財
産

の
適
切
な
維
持
管
理
を
図
り
、
財
政
計

画
に
沿
っ
た
健
全
な
財
政
運
営
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、「
人
・
組
織
の
強
化
」

に
つ
い
て
は
、
後
期
基
本
計
画
で
取
り

組
む
べ
き
各
基
本
事
業
の
実
効
性
を
高

め
る
た
め
の
組
織
の
構
築
と
と
も
に
、

ビ
ジ
ョ
ン
を
自
ら
描
き
、
様
々
な
人
や

組
織
を
つ
な
い
で
事
業
を
推
進
で
き
る

人
材
を
育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
「
ク
オ
リ
テ
ィ
の
向
上
」
に
つ

い
て
は
、
限
ら
れ
た
財
源
、
マ
ン
パ
ワ

ー
で
効
率
的
に
取
組
を
進
め
て
い
く
た

め
、
市
民
を
は
じ
め
各
種
団
体
、
企
業

等
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
を
生
か
す
こ
と
で
、

事
業
の
質
と
効
率
を
高
め
て
い
き
ま
す
。

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
」
に
つ
い
て
は
、

「
市
民
と
の
協
働
に
よ
る
持
続
可
能
な

ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
基
本
理
念
と
、

持
続
可
能
で
多
様
性
と
包
摂
性
の
あ
る

社
会
を
目
指
す
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
的
の
親

和
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
か
ら
、
計
画

の
全
般
に
わ
た
っ
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
各
ゴ

ー
ル
と
の
関
連
付
け
を
行
い
、
施
策
や

基
本
事
業
の
指
標
に
国
の
地
方
創
生
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
ロ
ー
カ
ル
指
標
を
採
用
し
、
事

業
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
最
後
に
、

「
Ｄ
Ｘ
の
推
進
」
に
つ
い
て
は
、
国
の

デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
実
行
計
画
や
、

自
治
体
Ｄ
Ｘ
推
進
計
画
を
基
に
全
体
戦

略
を
策
定
し
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用

し
て
事
務
の
効
率
化
や
住
民
の
利
便
性

を
高
め
る
取
組
を
推
進
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
北
本
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１１
号
）
及
び

（
第
１２
号
）
を
原
案
可
決

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る

取
組
の
一
つ
と
し
て
、
対
象
児
童
１
人
に
つ
き
一
括
し
て
１０
万
円
を
支
給
す
る
、

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
に
係
る
も
の
で
、
賛
成
全
員
に
よ

り
原
案
可
決
し
ま
し
た
。
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総
務
文
教
常
任
委
員
会

「
議
案
第
６３
号
」
北
本
市
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

Ｑ
１

不
妊
治
療
の
特
別
休
暇
の
申

請
方
法
に
つ
い
て

Ａ
１

申
請
に
当
た
っ
て
は
、
職
員

が
直
接
所
属
長
に
承
認
を
得
る
形
に

な
り
ま
す
が
、
申
請
に
必
要
な
添
付

書
類
で
あ
る
診
断
書
に
は
詳
細
な
治

療
内
容
の
記
載
を
必
要
と
せ
ず
最
低

限
の
内
容
の
み
と
し
、
ま
た
、
申
請

理
由
に
「
出
生
サ
ポ
ー
ト
休
暇
」
や

「
条
例
第
１４
条
第
２
項
第
１３
号
の
特

別
休
暇
」
と
い
っ
た
名
称
を
使
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
へ
の
配
慮
に
努
め
ま
す
。

Ｑ
２

不
妊
治
療
の
特
別
休
暇
導
入

後
の
周
知
方
法
に
つ
い
て

Ａ
２

所
属
長
及
び
職
員
宛
に
通
知

を
出
す
と
と
も
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成
し
制
度
の
周
知
に
努
め
ま
す
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
啓
発
の
た
め

の
研
修
を
実
施
し
ま
す
。

「
議
案
第
７０
号
」
公
の
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

Ｑ
１

北
本
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議

会
を
指
定
管
理
の
候
補
者
に
選
定
し

た
理
由
に
つ
い
て

Ａ
１

今
回
、
申
請
が
あ
っ
た
の
は

北
本
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
１
者

の
み
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
２
期
に

わ
た
り
大
き
な
問
題
も
な
く
運
営
で

き
て
お
り
、
選
定
委
員
会
に
お
い
て

適
正
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

Ｑ
２

指
定
管
理
者
の
公
募
を
実
施

す
る
に
あ
た
り
、
応
募
者
を
増
や
す

た
め
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
し
た
の

かＡ
２

今
回
、
非
公
募
か
ら
公
募
と

な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
指
定
管
理
料

の
積
算
の
中
に
本
社
管
理
費
を
見
込

み
ま
し
た
。
な
お
、
選
定
業
者
で
あ

る
北
本
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
に

つ
い
て
は
、
本
社
経
費
で
あ
る
事
務

局
経
費
に
市
か
ら
の
補
助
金
を
充
当

し
て
い
る
た
め
、
当
該
経
費
は
見
込

ん
で
い
ま
せ
ん
。

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

「
議
案
第
６５
号
」
北
本
市
国
民

健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

Ｑ

今
回
の
一
部
改
正
の
背
景
と
な

る
産
科
医
療
補
償
制
度
の
内
容
及
び

改
正
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

Ａ

産
科
医
療
補
償
制
度
は
、
分
娩

時
に
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
等
に
、
万

が
一
、
予
測
し
得
な
か
っ
た
事
故
が

起
き
て
も
一
定
の
補
償
を
す
る
と
い

う
制
度
で
す
。
こ
の
た
び
、
こ
の
制

度
の
対
象
基
準
に
つ
い
て
、
基
準
を

満
た
し
た
申
請
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て

が
制
度
の
対
象
と
な
る
仕
組
み
に
変

更
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
は
、

今
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
個
別
審
査
が

廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
加
入
者

の
掛
け
金
が
下
が
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
す
。
掛
金
が
下
が
っ
た
分
だ

け
、
被
保
険
者
が
手
に
す
る
支
給
総

額
を
下
げ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り

ま
す
が
、
額
を
決
定
す
る
国
か
ら
は
、

少
子
化
対
策
と
し
て
非
常
に
重
要
で

あ
る
と
し
て
、
支
給
総
額
を
維
持
す

る
こ
と
が
通
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

「
議
案
第
６８
号
」
公
の
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

Ｑ
１

こ
れ
ま
で
は
随
意
指
定
だ
っ

た
と
こ
ろ
、
今
回
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
公
募
に
切
り
替
え
た
の
か

Ａ
１

指
定
管
理
者
制
度
は
、
能
力
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の
あ
る
事
業
者
の
幅
広
い
参
入
の
機

会
の
確
保
や
、
民
間
の
持
つ
ノ
ウ
ハ

ウ
を
最
大
限
に
活
用
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
公
募
が
原

則
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
本
施
設
と

同
様
の
民
設
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
所
が
市
内
及
び
近
隣
に

複
数
存
在
し
、
関
係
者
等
か
ら
公
募

に
よ
る
指
定
を
求
め
る
意
見
が
寄
せ

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
今
回
、

改
め
て
指
定
管
理
者
制
度
の
趣
旨
に

沿
う
よ
う
、
市
の
方
針
と
し
て
、
公

募
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

Ｑ
２

公
設
の
障
害
児
学
童
保
育
室

と
民
設
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

と
の
す
み
分
け
に
つ
い
て

Ａ
２

市
は
平
成
１１
年
か
ら
障
害
児

学
童
保
育
室
を
運
営
し
て
お
り
、
当

時
は
民
設
の
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
う
い
っ
た

意
味
で
は
、
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
持
っ
て

い
て
、
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
利

用
者
が
施
設
を
選
択
で
き
る
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
障
害
児

学
童
保
育
室
で
は
、
現
在
、
定
員
が

２０
人
と
市
内
で
一
番
規
模
が
大
き
く
、

民
間
の
施
設
で
は
受
け
入
れ
が
難
し

い
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
方
を
１１
人

受
け
入
れ
て
い
ま
す
の
で
、
公
設
と

し
て
の
役
割
は
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。建

設
経
済
常
任
委
員
会

「
議
案
第
６４
号
」
北
本
市
営
駐

車
場
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

Ｑ

第
６
条
の
駐
車
期
間
に
つ
い
て

１
６
８
時
間
（
７
日
間
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
と
あ
る
が
、
時
間
の
設

定
は
適
切
か

Ａ

他
市
の
事
例
か
ら
も
５
日
か
７

日
の
設
定
が
多
い
こ
と
、
そ
し
て
、

過
去
１
年
間
の
利
用
を
調
べ
た
結
果
、

最
長
で
約
１６
時
間
で
あ
っ
た
と
い
う

北
本
市
の
利
用
形
態
を
踏
ま
え
る
と
、

７
日
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。「

議
案
第
６９
号
」
公
の
施
設
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

Ｑ

管
理
す
る
公
園
の
数
と
指
定
管

理
料
の
変
化
に
つ
い
て

Ａ

公
園
の
数
に
つ
い
て
は
、
９５
公

園
と
な
っ
て
お
り
前
回
よ
り
も
４
公

園
増
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
指
定
管

理
料
は
５
年
で
、
平
成
２９
年
度
か
ら

令
和
３
年
度
ま
で
が
６
億
３
�
６
５

７
万
円
、
令
和
４
年
度
か
ら
令
和
８

年
度
ま
で
の
債
務
負
担
行
為
限
度
額

が
７
億
８
�
９
４
７
万
円
で
、
約
１

億
５
�
０
０
０
万
円
の
増
と
な
り
ま

す
。

「
議
請
第
６
号
」
市
民
が
納
得

す
る「
新
ご
み
処
理
施
設
整
備
」

に
関
す
る
請
願
に
つ
い
て

Ｑ

埼
玉
中
部
環
境
セ
ン
タ
ー
は
老

朽
化
で
こ
の
先
何
十
年
も
延
命
す
る

こ
と
は
難
し
く
、
一
刻
も
早
く
事
業

を
進
め
な
い
と
北
本
市
の
ご
み
処
理

が
路
頭
に
迷
う
可
能
性
も
出
て
く
る

と
思
う
が
、
請
願
事
項
１
に
「
建
設

場
所
検
討
の
や
り
直
し
」
と
掲
げ
た

理
由
に
つ
い
て

Ａ

早
く
解
決
す
る
た
め
に
は
早
く

比
較
調
査
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ

の
結
果
ベ
タ
ー
で
あ
れ
ば
早
急
に
計

画
を
進
め
、
不
安
材
料
を
無
く
す
こ

と
が
第
一
と
考
え
ま
す
。
事
務
局
が

立
ち
上
が
っ
た
ら
す
ぐ
に
北
本
市
の

意
思
と
し
て
進
め
て
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
意
図
が
あ
り
ま
す
。

※
請
願
に
つ
い
て
の
答
弁
は
、
紹
介

議
員
又
は
参
考
人
（
請
願
人
）
が

行
っ
て
い
ま
す
。
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追加整備するタブレット端末

予
算
決
算
常
任
委
員
会

「
議
案
第
７７
号
」
令
和
３
年
度

北
本
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１０
号
）
に
つ
い
て

Ｑ
１

現
在
保
有
し
て
い
る
タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
３０
台
の
使
用
状
況
と
追
加

整
備
す
る
２０
台
の
配
置
予
定
に
つ
い

てＡ
１

現
在
保
有
し
て
い
る
タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
３０
台
の
使
用
状
況
に
つ
い

て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
接
種
担
当
で
１５
台
、
ウ
ェ
ブ
会

議
や
研
修
用
で
５
台
、
障
が
い
福
祉

課
手
話
通
訳
用
で
１
台
、
予
備
で
９

台
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
た
に
整
備

す
る
２０
台
を
含
め
た
配
置
予
定
に
つ

い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ

ク
チ
ン
接
種
担
当
に
１５
台
、
ウ
ェ
ブ

会
議
や
研
修
等
用
に
１０
台
、
障
が
い

福
祉
課
手
話
通
訳
用
に
１
台
、
ペ
ー

パ
ー
レ
ス
会
議
用
に
２０
台
、
テ
レ
ワ

ー
ク
用
に
４
台
を
想
定
し
て
お
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収

束
後
は
、
ま
す
ま
す
需
要
が
高
ま
り

つ
つ
あ
る
ウ
ェ
ブ
会
議
で
の
活
用
や
、

テ
レ
ワ
ー
ク
で
の
活
用
を
考
え
て
い

ま
す
。

Ｑ
２

住
居
確
保
給
付
金
の
申
請
状

況
と
増
額
補
正
の
内
容
に
つ
い
て

Ａ
２

令
和
３
年
度
は
１０
月
末
現
在

で
延
べ
１５
人
の
申
請
が
あ
り
、
約
３

６
８
万
円
の
支
給
決
定
を
し
て
い
ま

す
。
令
和
２
年
度
は
３２
人
の
申
請
で

約
４
３
０
万
円
の
支
給
決
定
を
し
て

い
る
の
で
、
比
較
す
る
と
人
数
は
若

干
少
な
い
で
す
が
、
支
給
金
額
は
大

き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
回
補
正
す

る
額
は
、
単
身
世
帯
の
方
が
１１
人
、

３
万
７
�
０
０
０
円
を
平
均
４
か
月

程
度
受
給
す
る
こ
と
を
見
込
ん
で
い

ま
す
。

Ｑ
３

保
健
衛
生
総
務
費
の
運
営
負

担
金
の
内
容
と
、
今
回
補
正
予
算
計

上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い

てＡ
３

小
児
初
期
救
急
医
療
及
び
小

児
二
次
救
急
医
療
は
い
ず
れ
も
休
日

夜
間
の
対
応
が
で
き
て
い
な
か
っ
た

が
、
上
尾
中
央
総
合
病
院
や
北
里
大

学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
等
と
の
話

し
合
い
を
通
じ
、
令
和
４
年
１
月
９

日
以
降
、
１２
日
間
あ
る
日
曜
日
に
つ

い
て
、
対
応
で
き
る
と
い
う
見
込
み

が
立
っ
た
の
で
実
施
す
る
も
の
で
す
。

休
日
夜
間
の
小
児
救
急
体
制
は
懸
案

事
項
と
し
て
各
市
町
と
医
師
会
等
と

の
間
で
も
共
通
の
認
識
が
あ
り
ま
し

た
が
、
医
療
機
関
の
負
担
を
考
え
拡

大
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、

今
回
、
埼
玉
県
の
調
整
が
あ
り
、
埼

玉
県
立
小
児
医
療
セ
ン
タ
ー
か
ら
小

児
科
医
を
派
遣
し
て
い
た
だ
け
る
こ

と
に
な
り
、
日
曜
夜
間
の
拡
大
が
実

現
し
ま
し
た
。

Ｑ
４

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
ク
ー

ポ
ン
型
事
業
の
実
際
の
執
行
額
及
び

経
済
効
果
に
つ
い
て

Ａ
４

予
算
総
額
は
令
和
２
年
度
予

算
、
令
和
３
年
度
へ
繰
り
越
し
た
予

算
及
び
今
年
度
補
正
予
算
の
合
計
１

億
２
�
９
２
７
万
１
�
０
０
０
円
で
、

執
行
額
は
１
億
１
�
８
２
０
万
１
�

５
０
０
円
で
し
た
。
ま
た
、
経
済
効

果
に
つ
い
て
は
、
１
�
０
０
０
円
の

支
払
い
に
つ
き
５
０
０
円
の
ク
ー
ポ

ン
券
１
枚
利
用
可
能
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
少
な
く
と
も
執
行
額
の
２
倍
、

額
に
し
て
２
億
３
�
６
４
０
万
３
�

０
０
０
円
の
経
済
効
果
が
あ
っ
た
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。
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提出案件の結果一覧
日本
共産党

中
村

洋
子

×

○

×

×

×

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

湯
沢

美
恵

×

○

×

×

×

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

市民
の力
工
藤
日
出
夫

議

長

桜
井

卓

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

緑風会

今
関

公
美

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

金
森
す
み
子

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

村
田

裕
子

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

公明党

岸

昭
二

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

島
野

和
夫

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

保
角

美
代

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
×

○

○

○

みらい

大
嶋

達
巳

○

○

○

○

○

○

○
○
○

○

○

○

○
○
○

○
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認定

認定

認定

認定

認定

認定

認定

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決
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可決

可決

可決

可決
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可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

不採択

可決

可決

可決

議 案 名

令和２年度北本市一般会計歳入歳出決算の認定について
令和２年度北本市後期高齢者医療特別会計歳
入歳出決算の認定について
令和２年度北本都市計画事業久保特定土地区画
整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について
令和２年度北本市国民健康保険特別会計歳入
歳出決算の認定について
令和２年度北本市介護保険特別会計歳入歳出
決算の認定について
令和２年度埼玉県央広域公平委員会特別会計
歳入歳出決算の認定について
令和２年度北本市公共下水道事業会計決算の認定について
第五次北本市総合振興計画後期基本計画について
北本市職員の給与に関する条例の一部改正について
市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委
員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について
北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関す
る条例の一部改正について
北本市営駐車場設置及び管理に関する条例の
一部改正について
北本市国民健康保険条例の一部改正について
北本市手数料条例の一部改正について
埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について
公の施設の指定管理者の指定について（北本
市障害児学童保育室）
公の施設の指定管理者の指定について（北本総合公園ほか）
公の施設の指定管理者の指定について（北本
市南部公民館ほか）
和解をし、損害賠償の額を定めることについて
令和３年度北本市一般会計補正予算（第９号）
令和３年度北本都市計画事業久保特定土地区
画整理事業特別会計補正予算（第２号）
令和３年度北本市国民健康保険特別会計補正
予算（第２号）
令和３年度北本市介護保険特別会計補正予算（第２号）
令和３年度北本市公共下水道事業会計補正予算（第１号）
令和３年度北本市一般会計補正予算（第１０号）
令和３年度北本市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
令和３年度北本市一般会計補正予算（第１１号）
財産の取得について
令和３年度北本市一般会計補正予算（第１２号）
市民が納得する「新ごみ処理施設整備」に関する請願

北本市議会基本条例の一部改正について

北本市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等
に関する条例の一部改正について
一般廃棄物処理施設調査委託事業費７００万円
の執行を求める決議
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※
議
長
は
表
決
に
参
加
し
な
い
た
め
、
表
決
結
果
は
空
欄
に
な
っ
て
い
ま
す
。
※
表
の
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